
国総研達第３号

国土技術政策総合研究所コンプライアンス推進本部規則を次のとおり制定する。

平成２５年５月７日

国土技術政策総合研究所長 上総周平

国土技術政策総合研究所コンプライアンス推進本部規則

（趣旨）
第１条 「当面の再発防止対策について」（平成２４年１０月１７日国土交通省とりまと

め）を踏まえ、国土技術政策総合研究所におけるコンプアイランスの推進及びそのた
めの内部統制の強化（以下「コンプライアンス等の強化」という）を図るため、国土
技術政策総合研究所にコンプライアンス推進本部（以下「推進本部」という。）を設置
する。

（定義）
第２条 この規則において「コンプライアンス」とは、国土技術政策総合研究所の職員

として必要な法令の遵守及び綱紀の保持に関する事項として、次に掲げるものをいう。
一 国土技術政策総合研究所における発注事務に係る法令の遵守及び綱紀の保持（以
下「発注者綱紀保持」という。）

二 前号に掲げるもののほか、公正性及び倫理性に係る社会的責任に関する国民目線
からの要請に適合するために必要な事項

（所掌事務等）
第３条 推進本部は次に掲げる事務をつかさどる。

一 国土技術政策総合研究所におけるコンプライアンス等の強化を図るための各年度
ごとの推進計画（以下「推進計画」という。）の作成及び実施の推進に関すること

二 推進計画の変更に関すること
三 前二号に掲げるもののほか、推進計画の実効性を確保するために必要な事項に関
すること

２ 推進本部は、前項各号に掲げるもののほか次に掲げる事項について、不断の見直し
を行うものとする。
一 発注者綱紀保持規程に関すること
二 発注者綱紀保持マニュアルに関すること
三 発注担当職員による的確な職務遂行のための研修及び講習の方針に関すること
四 発注者綱紀保持規程に反する事例の調査分析に関すること
五 発注者綱紀保持対策の有資格業者への周知方策に関すること
六 その他発注者綱紀保持のために必要な事項

３ 推進本部は、当該年度の前年度末までに、当該年度の推進計画を作成するものとす
る。

４ 推進本部は、推進計画を作成し、又は変更したときは、直ちに、これを公表するも
のとする。
（組織）

第４条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
２ 本部長は、所長をもって充てる。
３ 本部長は、推進本部の事務を統括する。
４ 副本部長は、副所長をもって充てる。
５ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理し、本部

長が欠けたときはその職務を行う。
６ 本部員は、研究総務官及び各部長・センター長をもって充てる。

（第三者からの意見聴取）
第５条 推進本部は、第３条第１項及び第２項に規定する事務を行おうとするときは、

必要に応じ、コンプライアンス・アドバイザリー委員会（国土技術政策総合研究所コ
ンプライアンス・アドバイザリー委員会規則（平成２５年国総研達４号）に基づく委



員会をいう。）の意見を聞くものとする。
（本部長による指示等）

第６条 本部長は、各部長・センター長に対して、推進計画に基づく取組の実施を指示
するものとする。

２ 本部長は、実施状況を毎年度７月３１日までにコンプライアンス報告書として取り
まとめ、公表するものとする。
（推進本部会議）

第７条 定例会議は、本部長が招集し、原則として四半期ごとに開催するものとする。
２ 随時会議は、必要に応じて本部長が招集する。
３ 第１項及び第２項の会議は、非公開とする。

（庶務）
第８条 推進本部の庶務は、総務部総務課及び管理調整部管理課において処理する。

（雑則）
第９条 この規則に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が

推進本部に諮って定める。

附 則
１ この規則は、平成２５年５月７日から施行する。
２ 国土技術政策総合研究所発注者綱紀保持委員会規則（平成１８年３月３１日国総研

達第９号）は、廃止する。
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